
資料２

通報手段の多様化を踏まえた火災通報装置の設置基準のあり方

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日

消 防 庁 予 防 課

令和６年度 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会（第１回）



通報手段の多様化を踏まえた火災通報装置の設置基準のあり方について

○火災の発生を消防機関へ迅速かつ確実に通報するための「消防機関へ通報する火災報知設備」（いわゆる火災通報
装置）については、一定規模以上の防火対象物に設置義務があるが、一部の用途（旅館や病院、福祉施設など令別
表第一（５）項イ及び（６）項イからハまで）を除き、一般加入電話（いわゆる３項電話）を設置したときは、火
災通報装置を設置しないことができるとされている。（消防法施行令第23条第3項）

○３項電話としては、一般加入電話（固定電話）を指し、携帯電話は常時あるとは限らないことなどから該当しない
こととされている。（平成15年９月９日付消防予第232号の質疑応答_問６）

○上記質疑応答から20年以上が経過し、当時と比較して携帯電話の機能や普及率は格段に向上し、119番通報に占める
携帯電話の割合も増加していることなどを踏まえ、第118回全国消防長会予防委員会において、３項電話として携帯
電話を認めても良いのではないか、という意見が各消防本部から多く寄せられている。

○このほか、従来の音声通話のみによらないNet119、Live119等の通報システムも登場しており、119番通報の多様化
が進んでいる。

背 景

40.8%
17,259 

51.9%
17,365 

61.9%
18,417 

72.6%
19,884 

59.2%
25,052 

48.1%
16,068 

38.1%
11,325 

27.4%
7,493 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成１９年 平成２４年 平成２９年 令和４年

携帯電話 固定電話
42,311

33,433

29,742
27,377

※下線部数値は、火災件数のうち、警察電話、駆けつけ通報、事後聞知、
その他の方法によって覚知した件数の除いた火災件数

火災通報の覚知方法割合 携帯電話を３項電話として認めることについての賛否
（第118回全国消防長会予防委員会意見等）
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主な意見
○ 携帯電話のバッテリー

切れ・電波障害時の対
応について検討が必要

○ 通信サービスエリアに
ついて確認が必要

○ 常時建物内にあるとは
限らない
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次の事項について、消防本部の協力を得て、今後調査を実施する。

＜火災通報装置について＞

・用途別の火災通報装置の設置状況（３項電話も含む）

・火災事例における火災通報装置による通報実態等

＜携帯電話と固定電話の違いについて＞

・火災通報時に用いられる携帯電話と固定電話の比率

・携帯電話及び固定電話の位置情報取得の際、その正確性及び取得時間等の差違

＜携帯電話の利用状況等について＞

・携帯電話等の普及状況と通信環境（サービスエリア、安定性等）

・固定電話サービスの将来的な動向

今後の検討の進め方（案）
検 討 事 項①

○火災通報装置の代替としての携帯電話の位置づけについて検討を行う。

（携帯電話を固定電話と同様に３項電話として取り扱うことができるか。）

⇒ 仮に携帯電話を３項電話として取り扱うことが可能となった場合、携帯電話の普及状況等を考慮し、
３項電話そのものの必要性についても検討する。

検 討 事 項②

○将来的な火災通報装置の技術仕様について検討を行う。

（情報通信技術を活用して、現状の有線回線による音声通話から無線やデータ通信を利用することが可能か。）

○指令システムの高度化、新たな通報システムの状況（Net119、Live119等）
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【参考】 火災通報装置の概要と設置対象の防火対象物

火災通報装置のイメージ

ボタンを押下することで通報

呼び返し

音声通話

通報側 消防機関側 火災通報装置とは、火災は発生した場合に、当該装置のボタンを押下す
ることにより又は感知器と連動で作動し、あらかじめ設定された防火対象物
の名称、所在地等を消防機関へ自動で通報後、音声通話することができ
る装置。

令別表第一用途 設置義務 ３項電話 自火報連動

（６）項イ⑴～⑵、（６）項ロ 全て 不可 要

（６）項イ⑶ 全て 不可 不要

（５）項イ、（６）項イ⑷、（６）項ハ 500㎡以上 不可 不要

（16の２）項（地下街）、（16の３）項（準地下街） 全て

可 不要（１）項、（２）項、（４）項、
（６）項二、（１２）項、（１７）項 500㎡以上

（３）項、（５）項ロ、（７）項、（８）項、（９）項、（１０）項、
（１１）項、（１３）項、（１４）項、（１５）項 1,000㎡以上

火災通報装置の設置義務のある防火対象物
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【参考】 火災通報装置の設置基準

（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準）
第23条 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省

令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
一 別表第一（６）項イ（１）から（３）まで及びロ、（１６の２）項並びに（１６の３）項に掲げる防火対象物
二 別表第一（１）項、（２）項、（４）項、（５）項イ、（６）項イ（４）、ハ及びニ、（１２）項並びに（１７）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500百平方メート

ル以上のもの
三 別表第一（３）項、（５）項ロ、（７）項から（１１）項まで及び（１３）項から（１５）項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
２ 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。

３ 第一項各号に掲げる防火対象物（同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一（６）項イ（１）から（３）まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に
掲げる防火対象物で同表（５）項イ並びに（６）項イ（４）及びハに掲げるものを除く。）に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、
第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。

消防法施行令（抄）

（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準）
第23条 令第23条第1項ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

一 令別表第一（６）項イ（１）及び（２）、（１６）項イ、（１６の２）項並びに（１６の３）項に掲げる防火対象物（同表（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項
に掲げる防火対象物にあつては、同表（６）項イ（１）又は（２）に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） 消防機関が存する建
築物内
二 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物 消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所

３ 火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 ～ 四

五 令別表第一（６）項イ（１）及び（２）並びにロ、（１６）項イ、（１６の２）項並びに（１６の３）項に掲げる防火対象物（同表（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６
の３）項に掲げる防火対象物にあつては、同表（６）項イ（１）若しくは（２）又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。次項に
おいて同じ。）に設ける火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。ただし、自動火災報知設備の受信機及
び火災通報装置が防災センター（常時人がいるものに限る。）に設置されるものにあつては、この限りでない。

消防法施行規則（抄）
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